
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 六甲アイランド道路嵩上げ工事（その８） 

契約変更工事概要 

 

当初 

 道路嵩上げ工 1 式 （道路延長 300m、車道舗装工 5300 ㎡、歩道舗装 1090 ㎡） 

 宅地整備工  1 式 

  

変更 

 道路嵩上げ工 1 式 （道路延長 300m、車道舗装工 5400 ㎡、歩道舗装 600 ㎡） 

 宅地整備工  1 式 

  

 

（公表様式第６号） 

契約変更の理由 
 

・現地測量の結果、地盤高さが設計より高いことが判明したため、一部路盤工の材料を HMS

からｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理に変更する必要が生じ増額となった。 

 

・道路嵩上げに伴う港運業者施設との摺り付けについて調整を行った結果、標識や車止め、

排水施設等の追加が必要となったため、増額となった。また、出入口の利用調整の結果、仮

舗装が必要となり増額となった。 

 

・隣接する Mバースの工事調整の結果、Mバースに接する歩道舗装は本工事で行わないこと

となり、減額となった。 

 

  ・関係機関と調整の結果、路面標示が変更となり減額となった。 

 

・その他、現地精査の結果、数量の変更が生じた。 

    

 

以上 

 

 

 


